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告　　　　　示

○道路の供用の開始（２件）………………………（道路保全課）２
○準都市計画区域の指定……………………………（都市計画課）３
　　　公　　　告
○土地改良区の定款変更の認可（５件）…………（団体指導検査課）３
○県営土地改良事業の工事の完了…………………（農村整備課）３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○特定計量器の定期検査の実施……………………（商工政策課）１
○道路の区域の変更（２件）………………………（道路保全課）２

宮崎県告示第 271号
　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、次の
とおり特定計量器の定期検査を実施する。ただし、特定計量器が特
定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１
項各号のいずれかに該当する場合は、令和７年11月１日から令和７
年11月30日までの間に当該特定計量器の定期検査を当該特定計量器
の所在の場所で実施する。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

対象とな
る特定計
量器　　

検査期日
検　　査

時　　間
検査場所 検査区域

質量計 ６月18日

６月24日

６月18日
から７月
31日まで

午前10時から
午後２時30分まで
午前10時から
午後２時30分まで
午前９時から
午後４時まで

綾町役場

国富町役
場
宮崎県計
量検定所

綾町

国富町

東諸県郡
全域

質量計 ６月27日

６月27日
から７月
31日まで

午前10時から
午後２時30分まで
午前９時から
午後４時まで

西都市役
所
宮崎県計
量検定所

西都市

質量計 ７月２日

７月４日

７月８日

７月10日

７月23日

午前10時から
正午まで
午前10時から
正午まで
午前10時から
正午まで
午前10時から
正午まで
午前10時から

高城総合
支所
山之口総
合支所
高崎総合
支所
山田体育
館
三股町武

都城市高
城町
都城市山
之口町
都城市高
崎町
都城市山
田町
三股町

７月２日
から８月
29日まで

正午まで
午前９時から
午後４時まで

道体育館
宮崎県計
量検定所

都城市（
旧都城市
を除く。
）、三股
町全域

質量計 ７月28日

７月29日

７月28日
から８月
29日まで

午前10時から
午後２時30分まで
午前10時から
午後２時30分まで
午前９時から
午後４時まで

小林市市
民体育館
小林市市
民体育館
宮崎県計
量検定所

小林市（
須木、野
尻町を除
く。）

質量計 ８月５日

８月７日

８月８日

８月５日
から９月
30日まで

午前10時から
午後２時30分まで

午前10時から
午後２時30分まで

午前10時から
午後２時30分まで
午前９時から
午後４時まで

えびの市
役所真幸
出張所
飯野地区
コミュニ
ティセン
ター
えびの市
役所
宮崎県計
量検定所

えびの市

質量計 ８月18日

８月19日

８月18日
から９月
30日まで

午前10時30分から
午後２時30分まで
午前10時30分から
正午まで

午前９時から
午後４時まで

日向市役
所
日向市役
所東郷総
合支所
宮崎県計
量検定所

日向市

質量計 ８月21日 午後１時から
午後３時まで

椎葉村役
場

椎葉村



宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 ５ 月 ８ 日（木曜日）　第 609 号

─ 2 ─

８月22日

８月22日

８月21日
から９月
30日まで

午前９時30分から
午前11時30分まで
午後１時30分から
午後３時30分まで
午前９時から
午後４時まで

諸塚村中
央公民館
美郷町役
場
宮崎県計
量検定所

諸塚村

美郷町

椎葉村、
諸塚村、
美郷町全
域

質量計 ８月27日

８月27日
から９月
30日まで

午前10時30分から
午後２時まで

午前９時から
午後４時まで

旧門川町
役場南別
館
宮崎県計
量検定所

門川町

質量計 ９月４日

９月４日

９月５日

９月４日
から10月
31日まで

午前11時から
午後２時まで

午後３時から
午後５時まで

午前10時から
正午まで

午前９時から
午後４時まで

延岡市北
浦総合支
所
延岡市北
川総合支
所
延岡市北
方総合支
所
宮崎県計
量検定所

延岡市北
浦町

延岡市北
川町

延岡市北
方町

延岡市（
旧延岡市
を除く。
）

　備考
　　上記日時のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律
　（昭和23年法律第 178号）に規定する休日並びに正午から午後１
　時までを除く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 272号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和７年５月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

７ 県道 緒方高
千穂線

西臼杵郡高
千穂町大字
上岩戸字桐
元谷流1674
番５地先か
ら同郡同町
同大字同字
1674番５地

旧  6.8～
10.5

19.0

新  7.6～
10.9

19.0

先まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 273号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和７年５月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

 203 県道 土生高
千穂線

西臼杵郡高
千穂町大字
押方字尾向
6129番１地
先から同郡
同町同大字
同字6129番
１地先まで

旧  8.0～
 8.1

14.6

新  9.6～
10.4

14.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 274号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和７年５月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

７ 県道 緒方高
千穂線

西臼杵郡高
千穂町大字
上岩戸字桐
元谷流1674
番５地先か
ら同郡同町
同大字同字
1674番５地
先まで

令和７年５月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 275号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和７年５月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

 203 県道 土生高
千穂線

西臼杵郡高
千穂町大字
押方字尾向
6129番１地
先から同郡
同町同大字
同字6129番
１地先まで

令和７年５月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 276号
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第５条の２第１項の規定に
より、準都市計画区域を次のとおり指定する。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　準都市計画区域の名称
　　清武南準都市計画区域
２　準都市計画区域に含まれる土地の区域
　　宮崎市清武町今泉柳ヶ谷乙、持木乙、丸目乙、三ツ杭乙、鶴田
　甲及び小原甲の各一部（ただし、保安林を除く。）

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、船引土地改良区（宮崎市）から令和７年３月31日付けで申請のあ
った定款の変更を認可した。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、時屋土地改良区（宮崎市）から令和７年４月３日付けで申請のあ
った定款の変更を認可した。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、高岡町土地改良区（宮崎市）から令和７年４月８日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、石山土地改良区（都城市）から令和７年４月４日付けで申請のあ
った定款の変更を認可した。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、高城町土地改良区（都城市）から令和７年４月４日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。

　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。
　　令和７年５月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

地 区 名 市町村名 事　業　名 完了年月日

高 才 第 １ 三股町 畑地帯総合整備事
業

令和７年３月４日
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